
まとめ

【懇談・情報交換の場で察知する保護者の感情】

例えば、母親の言葉や態度から
(1) 母親に虐待を受けた生育歴がある。

（夫からＤＶを受けている場合もある）
（夫の育児放棄、経済能力の欠如、家庭不和、等）

(2) 友人や親戚がいない。孤立した生活を送っている。
(3) 子どもに対する忌避感情が強い。
(4) 子どもに過度に依存心を抱いている。

そんな内容を匂わせたり、相談したりした時は
すでに「ＳＯＳを発している」と考えることが大切。



十勝毎日新聞～幕高生が書いた記事が掲載
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神奈川県立茅ヶ崎高校

①神奈川県内の３校が「インクルーシブ教育実践
推進校」に指定。

②茅ヶ崎高校 １学年280人程（７学級）
③特別募集 定員１学年21名

平成29年４月に第１期生が入学。
入選 面接あり、学力テストなし

④条件
知的障害 療育手帳不問（中学校推薦あり）
・学級集団での学習及び生活が可能な生徒
・医療的配慮を必要としない生徒
・公共交通機関等で自力通学が可能な生徒
・将来の自立に向けて学校生活に積極的に取り
組む意欲のある生徒、他

⑤１学級40名の中で共に学習する。
卒業できれば、短大、大学への進学が可能。

※資料参照

(上)茅ヶ崎高校
(下)リソースルーム

時事通信社「内外教育」
2019年10月25日号より
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■「インクルーシブ教育システム」（障害者権利条約第24条）

人間の多様性の尊重、精神的・身体的な能力を可能な最大限度まで
発達させ、自由な社会に効果的に参加するとの目的の下、障がいのあ
る者とない者が共に教育を受ける仕組みであり、障がいのある者が教
育制度一般（general education system）から排除されないこと、
自己の生活する地域において初等・中等教育の機会が与えられること、
個人に必要な合理的な配慮が提供される等が必要である。

障害児と健常児を分けないで、
両者がともに生活し、ともに学ぶことを理念とする教育

①知的障害のある生徒の後期中等教育の「在り方」の問題。
②軽度知的障害生徒の共生教育の可能性を今後に期待。
③しかし、中～重度の生徒の対応は議論されていない（人、もの、金）。
④特別支援教育が始まってすでに１５年を越えたが…。



【各国の特別支援教育の状況】

国総研ジャーナル第４号のデータを引用

普通学級在籍の発達障害児

支援学校0.13％＋普通学級0.13％

支援学校

支援学級

普通学級

学習不振
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